
 

 

川口市では、動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物の愛護及び管理に 関する法

律第３８条第１項及び川口市動物の愛護及び管理に関する条例第１３号の規定に基づく

「川口市動物愛護推進員」を募集します。  

動物愛護推進員は、犬、猫等の動物の愛護や正しい飼い方について市民の理解を深める

ため、ボランティアとして積極的かつ自主的に活動を行っていただくことを目的として委

嘱するものです。  

このような趣旨を御理解いただき、人と動物との調和のとれた共生ができる地域社会を

目指し、 動物愛護の推進に熱意を持ち、市の施策に御協力いただける方を広く募集します。  

 

１ 活動内容 （１）犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について市民の理解を

深めること。 

（２）市民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖す

ることを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関す

る必要な助言をすること。 

（３）犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動

物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他

の必要な支援をすること。 

（４）犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために市が必要な協力

をすること。 

（５）災害時において、市が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する

施策に必要な協力をすること。 

（６）犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養に関する地域の情報を、市に提

供すること。 

（７）その他動物の愛護と適正な飼養の推進のために市長が必要と認める

こと。 

 

２ 注意事項 （１）市が実施する事業への協力や研修会への参加をしていただくことが

あります。 

（２）定期的な活動報告の提出をしていただきます。 

（３）動物愛護推進員として氏名の公表をいたします。 

（４）活動を行う上で知り得た個人情報等について、第三者に漏らしては

いけません。なお、動物愛護推進員としての任を解かれた後も同様

です。 

 

３ 任  期 委嘱の日から令和９年９月３０日まで  

 

４ 報 償 等 動物愛護推進員活動に対する報償費及び活動に要した費用等の支給はあり

ません。  

 

 



５ 応募資格 以下の要件をすべて満たす方 

（１）市又は市に隣接する他の市（県内に限る。）に在住、在勤又は在学する２０歳以上

の方のうち、動物の愛護と適正な飼養について熱意と識見を有するとともに、動物

愛護に関する活動実績がある方  

（２）動物の愛護と適正な飼養の推進について、市が行う施策に協力できる方  

（３）法その他関係法令に違反する行為等により、行政からの文書による勧告、命令又は

処分等を受けたことがない方  

 

６ 応募方法 以下のいずれかの方法で申請してください。  

（１）オンラインによる申請 

   以下のフォームより必要事項を入力のうえ、申請してください。 

 

 

 

 

URL：https://logoform.jp/form/zRQD/599048 

 

（２）窓口持参又は郵送 

   以下の書類を窓口に持参又は郵送してください。 

  ア 応募申請書（様式第１号）  

イ 小論文「動物愛護推進員として活動したいこと」  

※参考様式または原稿用紙等にご自身の考えを８００字以内で 記述したもの。  

※ ワープロ等で作成の場合は、白紙ベタ打ち（氏名併記）でも可。  

※ 提出いただいた書類は返却できませんので、御了承願います。  

 

【郵送先】  

〒３３２－８６０１ 川口市青木２－１－１  

川口市保健所生活衛生課動物愛護係  

【持参先】  

〒３３４－００１１ 川口市三ツ和１－１４－３  

川口市保健所生活衛生課動物愛護係  

 

７ 選考方法 応募申請書及び小論文の書類審査及び面接結果により決定します。  

※面接の日時や会場等詳細は、改めてお知らせします。  

 

８ 結果報告 選考結果は、応募者全員に個別にお知らせします。  

また、動物愛護推進員の委嘱が決定した方には委嘱書を交付します。  

※交付日時等詳細は、改めてお知らせします。  

 

９ 問合せ先 川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係  

TEL ０４８－２２９－３９７９（平日 ８：３０ ～ １７：１５ ） 


